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３ー２－４� 　施工計画／調達計画

３ー２－４－１　施工方針／調達方針

（１）基本方針

本 プ ロ ジ ェ ク ト は 日 本 国 政 府 に よ る 無 償 資 金 協 力 事 業 に よ り 実 施 す る 。 従 っ て 、 所 定 の 工 期

内 に 完 工 す べ き 制 約 が あ る こ と を 考 慮 し 、 適 切 な 工 法 計 画 、 資 機 材 調 達 計 画 、 工 程 計 画 、 品 質

管理計画を立案し、適切な施工基準、施工監理のもとに工事を実施する。

工事の施工、資機材の調達は以下の方針に従って実施する。

１ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト で は 、 既 存 の 水 揚 場 内 及 び 周 辺 に 敷 地 を 確 保 し て 施 設 を 建 設 す る こ と と な

る 。 パ リ タ の プ ロ ジ ェ ク ト 用 地 内 に は 既 存 の 桟 橋 、 ス リ ッ プ ウ ェ イ も あ り 、 現 在 多 く の 地

元 漁 民 に 利 用 さ れ て い る 。 そ の た め 、 施 工 に お い て は 現 状 の 漁 業 活 動 を で き る 限 り 阻 害 し

な い よ う 留 意 す る 。 ま た 、 工 事 期 間 中 は 、 水 揚 場 、 船 揚 場 等 の 代 替 地 を 確 保 し 漁 業 活 動 の

維持に必要な適切な処置を講じる。

２）河川の汚染防止、近接建物・住居の保全、周辺自然環境の保全に配慮する。

３ ） 相 手 国 関 係 者 と の 連 絡 を 密 に し 、 工 事 の 各 段 階 で 充 分 な 意 思 の 疎 通 を 図 る と と も に 、 工 事

申請、許可取得等の手続きが円滑かつ的確に行われるように留意する。

４ ） 漁 民 に 対 し て も 、 工 事 現 場 の 外 柵 に 工 事 計 画 内 容 ・ 期 間 な ど 判 り や す く 表 示 し 、 工 事 の 理

解、安全確保に協力を求めるよう留意する。

５ ） 現 地 の 建 設 施 工 技 術 及 び 労 働 力 は 一 定 の 水 準 に あ る 。 こ れ ら を 慎 重 に 査 定 し 、 最 大 限 に 活

用する。

６）品質の確保ならびに操作性、予備品入手、維持管理の容易な機材選定に留意する。

７）工事の実施、労務管理にあたっては、相手国の習慣、文化・伝統を尊重し、配慮する。

（２）現地建設業者等の活用の方針

　

パ ナ マ 国 の 建 設 業 社 の 多 く が 、 土 工 事 、 コ ン ク リ ー ト 工 事 、 ブ ロ ッ ク 工 事 等 の 一 般 的 な 工 事

に 付 い て は 充 分 な 施 工 能 力 が あ る 。 ま た プ レ キ ャ ス ト コ ン ク リ ー ト に よ る 港 湾 工 事 、 建 物 工 事

な ど に 対 応 で き る 業 者 も あ る 。 従 っ て 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト に つ い て は 、 現 地 で 一 般 的 な 工 法 の 選

択が可能となるような配慮をし、サブ・コントラクターとして活用する方針とする。

　

（３）相手国側実施体制

本 プ ロ ジ ェ ク ト の パ ナ マ 国 側 の 責 任 機 関 は 海 運 庁 で あ り 、 E/N 締 結 準 備 、 銀 行 取 り 極 め の 実

施 主 体 と な る 。 事 業 の 実 施 に 関 し て は 、 同 省 の 沿 岸 海 洋 資 源 局 が 実 務 を 担 当 し 、 コ ン サ ル タ ン

ト と の 設 計 監 理 業 務 契 約 、 建 設 業 者 と の 工 事 請 負 契 約 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト 内 容 の 広 報 掲 載 を は じ

め と し た 関 係 各 省 庁 へ の 所 定 の 手 続 き や 実 施 計 画 の 内 容 の 審 査 ・ 承 認 ・ 許 認 可 取 得 を 行 い 、 資

機材の受け入れも担当する。

３ー２－４－２　施工上/調達上の留意事項
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（ １ ） 漁 民 が プ ロ ジ ェ ク ト 用 地 内 及 び 周 辺 で 操 業 を 継 続 す る こ と か ら 、 漁 業 関 係 者 及 び 周 辺 住

民 の 安 全 第 一 に 留 意 し 、 工 事 期 間 中 は 工 事 関 係 者 以 外 の 建 設 区 域 へ の 立 入 禁 止 厳 守 、 建

設資機材の搬出入時の安全管理のため監視員の配置をするなどの措置を講じる。

（ ２ ） パ リ タ ・ サ イ ト の 施 設 は 、 既 存 施 設 （ 桟 橋 ・ ス リ ッ プ ウ ェ イ ） 及 び 建 物 に 並 ん で 建 設 さ

れ る た め 、 漁 民 の 操 業 を で き る だ け 阻 害 し な い よ う に 工 事 を 分 割 し 、 パ リ タ 川 の 仮 締 切

仮 設 計 画 、 工 事 車 等 の 動 線 計 画 を 慎 重 に 行 う 。 同 時 に そ れ ら の 工 事 計 画 が 漁 民 に 判 り や

すく伝わる様、掲示板を常時設置するなど広報に留意する。

ペ ダ シ ・ サ イ ト は 、 工 事 期 間 中 の 代 替 水 揚 地 の 表 示 、 工 事 期 間 、 工 事 車 両 の 通 行 に 関 す

る注意、アクセス道路整備期間の通行規制等、工事計画の広報に留意する。

（３）工事仮設用地内の資材の盗難防止のために、外柵、門扉、守衛所などの措置を講じる。

（ ４ ） 工 事 用 重 機 の 操 作 ・ 行 動 範 囲 を 事 前 に 計 画 ・ 把 握 し 、 伐 採 計 画 対 象 以 外 の マ ン グ ロ ー ブ

林などの樹木に影響を及ぼさないように留意する。

３ー２－４－３　施工区分／調達・据付区分

　

　本 プ ロ ジ ェ ク ト が 日 本 国 の 無 償 資 金 協 力 事 業 に よ り 実 施 さ れ る 場 合 、 パ ナ マ 国 側 お よ び 日 本

国側の分担業務範囲は以下の通りである。

（１）パナマ国側分担業務

１ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト 建 設 予 定 地 の 確 保 、 環 境 ア セ ス お よ び 道 路 使 用 許 認 可 取 得 、 建 設 予 定 地 内

の既存施設・障害物の撤去と移設

２ ） 近 接 す る 給 水 管 、 電 線 か ら 本 プ ロ ジ ェ ク ト 用 地 内 の 接 続 点 ま で の 引 込 及 び 、 経 路 用 地 の 確

保

３）工事仮設用地、現場事務所用地などの確保

４）本プロジェクト施設の事務所に必要となる家具類の調達

以上の内容を各サイト別に示す。

表３－２２　パナマ国側分担業務

許認可の取得及び業務内容 担当省庁・機関

　道路使用許可 　公共事業省

　環境影響評価の実施 　環境省

　既存建物１棟、倉庫１棟、

漁民ロッカー 51 棟の移転同意、解体・整地

（工事期間中の代替漁民ロッカーの確保）

　各所有者

　バス停留所の移転 　海運庁

　給水：0.4km 先の 3 ｲﾝﾁ管を延長引込（AMP 事務所
脇まで）、各施設へ 1 1/2 ｲﾝﾁ管分岐接続

　 IDAAN（水道会社）

パリタ・サイト

　電気：単相 110v 架空引込（約 100m） 　FENOSA（電力会社）

許認可の取得及び業務内容 担当省庁・機関

アクセス道路　1km　使用許可 公共事業省

ペダシ・サイト

環境影響評価の実施 環境省
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給水：現漁協前より 3.4km、3 ｲﾝﾁ管埋設引込 IDAAN（水道会社）

　電気：アクセス道路入口より約 1km、

　　　　単相 110v 架空引込

FENOSA（電力会社）

（２）日本側分担業務

１）詳細設計、入札業務の補助及び施工監理などのコンサルタント業務

２）本プロジェクトの日本国側建設工事に必要な、全ての建設資材と労務の提供

３ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 日 本 国 側 建 設 工 事 及 び 機 材 調 達 に 必 要 な 輸 入 資 機 材 の 海 上 ・ 内 陸 輸 送 の

実施及び輸送保険料の負担

４）本プロジェクトの日本国側建設工事及び機材調達に必要な品質検査

３ー２－４－４　施工監理計画／調達監理計画

　

　コ ン サ ル タ ン ト は 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 設 計 内 容 に 基 づ い て 、 工 事 内 容 、 工 程 計 画 、 品 質 管 理

計 画 な ど を 精 査 し 、 適 正 な 施 工 監 理 体 制 を と る 。 施 工 に あ た っ て は 、 パ ナ マ 国 政 府 関 係 機 関 、

在 パ ナ マ 日 本 国 大 使 館 、 JICA 事 務 所 、 コ ン サ ル タ ン ト 、 施 工 業 者 間 の 連絡 体 制 や 、 施 工 監 理 に

必 要 な 資 機 材 、 車 両 、 事 務 所 な ど の 計 画 、 品 質 管 理 に 関 わ る 諸 手 続 き ・ 時 期 ・ 管 理 方 法 を 適 切

に 計 画 す る 。 ま た 要 員 計 画 に お い て は 、 施 工 監 理 に 必 要 な 技 術 レ ベ ル 、 配 置 、 人 数 、 編 成 に つ

いて慎重に検討し適切な施工監理を行う。

本 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 水 揚 施 設 を 中 心 と し た 土 木 施 設 が 大 半 を 占 め る 。 そ の 施 工 方 法 は 現 場 打

ち コ ン ク リ ー ト を 主 体 と し て い る た め 、 コ ン ク リ ー ト 製 造 時 の 品 質 管 理 、 川 の 仮 締 め 切 り 、 河

川水 ・泥 土の 除去 など の管 理が重 要で ある 。ま た、 工事 中の 気温が 30 度 を越 えて いる 場合 が多

く、コンクリート打設後の水撒き、シート養生などに留意する必要がある。

３ー２－４－５　品質管理計画

　本プロジェクトでは、下記の方針に基づき品質管理を実施する。

１）品質管理の標準となる規格や特性値を設計図書に明確に定める。

２ ） 品 質 を 確 保 す る た め 、 施 工 設 計 図 書 に お い て 管 理 手 法 を 各 管 理 項 目 別 に 明 示 さ せ 、 そ の 内

容に基づいて施工管理を徹底する。

３ ） 施 工 段 階 ご と の 品 質 管 理 が 確 認 で き る よ う 、 各 種 統 計 的 手 法 に よ り 施 工 期 間 中 の 品 質 を 確

認する。

４）施工期間中に設計図書や施工計画書から、微細な変更等が生じた場合も書類に残す。

　コ ン ク リ ー ト は 、 生 コ ン ク リ ー ト 工 場 で 配 合 し た 後 に 空 練 り 状 態 で 現 場 ま で 運 搬 し 、 現 場

内 で 加 水 し て 混 練 り を 行 う 計 画 と し て い る 。 こ の た め 、 現 場 で の 加 水 す る 量 に つ い て は 、 十

分 管 理 を 行 う 必 要 が あ る 。 ま た 、 施 工 場 所 が 熱 帯 地 域 に 位 置 す る こ と よ り 、 コ ン ク リ ー ト の

練上温度、外気温度を考慮して、打設を行う必要がある。

３ー２－４－６　資機材等調達計画

（１）建築資材

　一般的な建築資材に関しては、特殊なものを除きすべてパナマ国で比較的容易に調達できる。
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従 っ て 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト で 使 用 す る 建 築 、 土 木 工 事 に 必 要 な 資 材 は 全 て パ ナ マ 国 で 流 通 し て い

る資材の活用を計画する。

　但 し 、 船 揚 場 に 使 用 す る シ ラ 材 （ 斜 路 滑 り 材 ） 、 係 船 金 物 （ ス テ ン レ ス 製 ） は 半 永 久 的 な 耐

久 性 が 求 め ら れ る こ と 、 ま た 、 パ ナ マ 国 で 製 造 さ れ て い な い 上 、 こ れ ら を 取 り 扱 う 代 理 店 が な

く 現 地 で の 調 達 が 困 難 で あ る こ と か ら 、 そ の 品 質 確 保 、 納 期 の 確 実 性 を 考 慮 し 、 日 本 国 製 品 の

調達を基本方針とする。

（２）機材調達計画

本 プ ロ ジ ェ ク ト の 協 力 対 象 事 業 で 調 達 さ れ る 機 材 は 、 ト ラ ッ ク （ ク レ ー ン 付 き ） と 訓 練 指 導

船 （ 漁 具 を 含 む ） で あ る が 、 い ず れ も パ ナ マ 国 で 製 造 さ れ て お ら ず 、 ま た 恒 常 的 に 販 売 さ れ て

いないことから、現地調達は行わない方針とする。

１）トラック（クレーン付）

　パ ナ マ 国 で は ト ラ ッ ク を 含 む 車 両 は 全 て 輸 入 さ れ て い る 。 し か し 、 ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク は 特

殊 車 両 で あ る た め 、 パ ナ マ 国 内 の 自 動 車 販 売 業 店 で は 通 常 在 庫 を 保 有 し て お ら ず 、 一 般 的 に 、

発注後に海外の製造業者へ発注することとなる。

パ ナ マ に 販 売 店 を 有 す る 主 要 製 造 業 者 の ト ラ ッ ク に つ い て 調 査 を 行 っ た 結 果 、 パ ナ マ に 近 い

米国 、ま た欧 州車 の場 合、 積載 量 2 ﾄﾝ型 で吊 り上 げ能 力 2 ﾄﾝ規 模の クレ ーン を標 準的 に装 備す

るトラックは製造されていない。

　

表３－２３　国別２ﾄﾝ型トラック（クレーン付）製造業者

製造業者国 日本 米国 フランス ドイツ

製 造業 者： 標 準仕 様で 2 ﾄﾝ型ト ラ

ッ ク （ ｸﾚｰﾝ付 ） を 生 産 し て い る ト

ラックメーカー

４社 無し 無し 無し

パナマ国販売業者 有り 有り 有り 有り

調 達 コ ス ト に つ い て 、 日 本 製 の ト ラ ッ ク を 日 本 国 内 で 調 達 す る 場 合 と 現 地 販 売 店 を 通 し て 現

地 で 調 達 す る 場 合 を 比 較 し た 結 果 、 日 本 で 購 入 し て 現 地 へ 輸 送 す る 輸 送 費 と 、 現 地 販 売 店 で 購

入する場合の輸送費はほぼ同額である。しかし、車両の代金は、日本国内で調達する価格より、

現 地 で 調 達 す る 価 格 の ほ う が 、 現 地 販 売 店 手 数 料 が 加 算 さ れ る 分 だ け 高 く な る 。 ア フ タ ー サ ー

ビ ス の 確 保 に 関 し て は 、 日 本 国 内 製 造 （ 輸 出 仕 様 車 ） を パ ナ マ 販 売 店 を 通 さ な い で 輸 出 （ 販 売 ）

し た 場 合 で も 、 販 売 店 契 約 に 従 っ て 現 地 調 達 と 同 等 の 点 検 ・ 整 備 、 修 理 、 部 品 の 販 売 等 の 技 術

サポートが受けられる。

　以上の調査結果より、トラック（ｸﾚｰﾝ付）は日本調達が妥当であると判断される。

２）訓練指導船

訓 練 指 導 船 の 船 体 と 、 搭 載 す る 船 内 外 機 、 漁 撈 装 置 、 漁 具 は 、 性 能 ・ 機 能 の 一 体 性 が 要 求 さ

れることから 1 製造業者によって建造、艤装及び装備を行うことが望ましい。

　日 本国 内に は 当該 訓 練指 導船 の 建造 に必 要 な施 設 、能 力を 有 する FRP 造 船 所が 少 なく とも ５

社 以上 ある 。 一方 、途 上 国の ＦＲ Ｐ 造船 所で も FRP 漁 船は 建 造さ れて い るが 、そ の 国の 海域 に



3-60

あった漁船の雌型を先進国から購入して建造している例が多く、以下の特徴を有する。

①� 推進機関は船外機であり、漁撈機械は一般に装備されていない。

②� 雌型は１～３型程度と少なく、その雌型で同型船を建造する限りでは問題はない。

③� 設計部門等の間接生産部門がないので安く建造することが可能である。

④ � 漁 撈 装 置 の 搭 載 、 船内 機 関 の 据 え 付 け 、 建 造 前 の 性 能 計 算 等 に 必要 に 応 じ 海 外 か ら 技 術 支

援を受けなければならない。

ま た パ ナ マ に 近 い 第 三 国 と し て コ ロ ン ビ ア で も 日 本 の 製 造 業 者 と の 技 術 提 携 に よ り 船 内 外 機

を搭載したオープンデッキ型漁船を建造できる造船所が 1 社あるが、以下の点に留意を要する。

①  船体雌型の改造に加え、甲板等の雌型は新たに製作する必要がある。

②  性能計算、油圧機器の据え付け等は海外からの技術者の支援が必要である。

③  技術提携を結んでいる日本の製造業者が品質保証を行う。

　以上の検討の結果、本計画船の建造能力を有する造船所の検討結果は以下のようになる。

表３－２４　国別 FRP 造船所の存在

国名 建造の検討結果

日本 我国の造船所に関しては約 5 社程度が要求に応えうる造船所と考えられる

米国、欧州 米国、欧州の漁船は一般にキャビンクルーザー型で、規模も大きく、この種の小型の船

内外機船を漁船として使用しておらず、また、建造もされていない

コロンビア 同国に船内外機装備の漁船の建造経験を有し、日本のＦＲＰ船メーカーより技術支援を

受けている造船所１社がある。

但し、油圧漁撈機械の装備経験はなく、船体雌型の改造に加え、甲板等の雌型は新たに

製作する必要がある。

表３－２５　国内建造と第三国調達の価格

検討項目 国内建造 第三国で建造

　船体建造価格 高い 安い

　運送費 高い 安い

　技術支援料 安い（自社技術） 高い

　品質保証料 安い（自社責任） 高い

　試運転立会経費 安い 高い

総合評価 ○ △

　以 上 の検 討 を 行 っ た結 果 、 コ ロン ビ ア 国 以 外で は 類 似 の FRP 製 船 内 外 機漁 船 が 製 造 され て い

な い こ と 、 さ ら に コ ロ ン ビ ア 国 を 含 む 第 三 国 で の 建 造 は 技 術 面 に 不 安 が あ る こ と 、 建 造 価 格 及

び 調 達 後 の ア フ タ ー サ ー ビ ス 、 修 理 ・ 部 品 の 調 達 を 検 討 し た 場 合 、 日 本 製 品 の 調 達 と 比 較 し 第

三国製品の調達に有利性が見当たらないことから、日本製品の調達を計画する。

３）機材の調達区分

前述の調査、検討結果を踏まえ機材の調達区分を以下のように計画する。
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表３－２６　機材の調達区分

機材名 調達先 検討理由

トラック 日本 ・ 油 圧 ク レ ー ン 付き 小 型 ト ラ ッ ク は 日 本 製 が 多 く、 欧 米 車 種 は 4

ﾄﾝ以下の小型車は製造されていない。

・現地代理店で恒常的に販売されていない。

指導訓練船 日本 ・船体：

全 長 約 ８ .５ m～ ９ .0m 程 度 の 船 外 機 用 Ｆ Ｒ Ｐ 船 体 は パ ナ マ 国

内 で 建 造 可 能 で あ る が 、 船 内 外 機 装 備 の Ｆ Ｒ Ｐ 船 は 建 造 さ れ

ていない。

・推進機関：（船内外機）

パ ナ マ で は 輸 入 プ レ ジ ャ ー ボ ー ト で 使 用 さ れ て い る が 漁 船 用

機関としては使用されていない。

漁撈機械 日本 ・ 大 型 漁 船 用 の 油圧 ド ラ ム 等 の 漁 撈 機 械 は 輸 入 、販 売 さ れ て る が

本 計 画 に 使 用 す る 小 型 ネ ッ ト ド ラ ム 等 は 製 造 、 販 売 さ れ て い な

い。

漁具 日本 ・ 巻 刺 網 ： 同 国 では モ ノ フ ィ ラ ン メ ン ト の 刺 し 網は 一 般 的 に 使 用

さ れ てい る が 、 本 計画 の マ ル チ モノ フ ィ ラ メ ント 製 の

巻き刺し網は販売されていない。

・ 引 き 縄 ： 僅 か な種 類 が あ る が 、 本 計 画 の 目 的 に添 う 品 は 販 売 さ

れていない。

・ 延 縄 ： 構 成 資 材の 一 部 は 販 売 さ れ て い る が 、 本計 画 の 目 的 に 添

う品は販売されていない。

・万歯：（桁網：貝取り漁具）該当品が製造、販売されていない。
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３ー２－４－７　実施工程

　本 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 に お い て は 、 施 設 の 詳 細 設 計 ・ 入 札 ま で の 実 施 設 計 に 4 ヶ 月 、 建 設 業

者 契約 後 の 図面 承 認 ・建 設 工事 ・ 検 査等 の 工 事期 間 に 12.0 ヶ 月 、機 材 の調 達 は 入札 後 の 図面 承

認・製作等の調達期間に 4.0 ヶ月、輸送期間 1.5 ヶ月、検査・引き渡しに 0.5 ヶ月を予定してい

る。表３－２７に事業実施工程を示す。

表３－２７　実施工程

月

項目
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１

実施設計

施　　工

パリタサイト

ペダシサイト

機材調達

（現地調査）

（国内作業）

（入札・契約）

（製造・調達）

（輸送）

（検収・引渡）

（検査・引渡）

（検査・引渡）

（準備・仮設工事）

（準備・仮設工事）

（準備・仮設工事）

（船揚場A,B） （ｳﾘｯﾌﾟｳｪｲ・船揚場C）

（建築工事）

（外構・付帯工事）

（ｽﾘｯﾌﾟｳｪｲ・船揚場）

（係船岸）

（建築工事）

（外構・付帯工事）

１２

（締切撤去）

（締切撤去）
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３－３　相手国側分担事業の概要

１）本プロジェクト建設予定地の確保

パリタプロジェクト用地

・本プロジェクト建設予定敷地の確保

・本プロジェクト建設予定敷地内の撤去、移設の必要がある施設の撤去、移設。

ペダシプロジェクト用地

・本プロジェクト建設予定敷地の確保及びアクセス道路の補修にかかる用地の確保

２）本プロジェクトの実施、建設工事に関してパナマ国内で必要とされる全ての許認可の取得。

３）本プロジェクトの実施に必要な銀行取極の締結、支払授権書の速やかな発給完了。

４）本プロジェクトの実施、建設工事に必要となるパナマ国での迅速な免税、通関の確保。

５ ） 建 設 工 事 、 資 機 材 調 達 及 び 役 務 を 提 供 す る に 際 し て パ ナ マ 国 内 で 日 本 人 及 び 日 本 法 人 に 課

せられる全ての税金、その他課徴金の免税措置。

６）本プロジェクトの実施に関し必要となる日本人に対するパナマ国への入国、滞在の許可。

７）工事用仮設ヤード、現場事務所用地等の本プロジェクトの建設工事にかかる用地の確保。

８）建設工事中のサイト内への部外者の立入禁止措置。

９）建設工事期間中の、水揚場及び船揚場の代替地の確保。

１ ０ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 に 必 要 と な る が 、 日 本 国 政 府 の 無 償 資 金 協 力 に よ っ て 負 担 さ れ な

いその他必要となる経費の負担。

３－４　プロジェクトの運営・維持管理計画

本 プ ロ ジ ェ ク ト 施 設 ・ 機 材 の 運 営 ・ 維 持 管 理 は 、 沿 岸 海 洋 資 源 局 の 監 督 、 指 導 の 下 で 、 ペ ダ

シ水揚場施設、機材は同局のロス・サントス県支局のペダシ水揚場担当官、パリタ水揚場施設、

機 材 は エ レ ラ 県 支 局 の パ リ タ 水 揚 場 担 当 官 が 行 う 。 一 方 、 施 設 に 補 修 、 整 備 等 の 作 業 が 必 要 と

な っ た 場 合 、 そ の 技 術 的 調 査 、 補 修 計 画 の 作 成 、 費 用 の 見 積 な ど は 海 運 庁 、 港 湾 海 運 産 業 局 の

技術職員が行う。また、予算の確保と作業の実施については、前述の技術的調査結果に基づき、

海 運 庁 が 必 要 な 予 算 措 置 を 経 て 保 全 工 事 を 行 う 制 度 が 既 に 確 立 さ れ て い る の で 、 維 持 管 理 に 問

題はない。

各 県 支 局 に 配 備 さ れ る 訓 練 指 導 船 の 日 常 管 理 は 各 県 支 局 員 が 行 う が 、 訓 練 ・ 指 導 活 動 は 沿 岸

海洋資源局、水産開発部の技術職員が行う。

計 画 施 設 及 び 機 材 は 、 当 面 の 間 は 両 地 域 の 小 規 模 漁 業 の 活 性 化 を 図 る 目 的 で 漁 業 従 事 者 に 無

償 で 提 供 す る 計 画 で 、 電 気 代 、 水 道 代 、 清 掃 費 、 補 修 費 等 の 経 費 は す べ て 沿 岸 海 洋 資 源 局 の 予

算で賄われる。しかし、ペダシのトラック及び両サイトの漁民ロッカー、トイレ・シャワー等、

利 用 者 が 特 定 さ れ る も の に つ い て は 、 将 来 的 に 法 的 手 続 き を 行 い 、 利 用 者 の 負 担 に な ら な い 軽

微 な 使 用 料 の 設 定 を 行 い 、 そ の 徴 収 を 行 う こ と が 検 討 さ れ て い る 。 そ の 場 合 、 海 運 庁 は 監 査 局

よ り 監 査 員 を 派 遣 し て 、 事 業 内 容 の 監 査 を 行 う 。 以 下 に 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 運 営 ・ 維 持 管 理 体

制図を示す。
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図３－５　プロジェクト施設及び機材の運営・維持管理体制図

ペダシ水揚場

施設：スリップウェイ、漁船引上場

　　　荷捌き場

　　　漁民ロッカー、トイレ、シャワー

　　　アクセス道路

機材：トラック

パリタ水揚場

施設：スリップウェイ、漁船引上場

　　　荷捌き場

　　　漁民ロッカー、トイレ、シャワー

　

訓練指導船 訓練指導船

海運庁：長官

港湾海運産業局
沿岸海洋資源局

沿岸海洋資源局

ロス・サントス県

（ペダシ水揚場）

担当官（1）、管理補佐（1）

沿岸海洋資源局

エレラ県支局

（パリタ水揚場）

担当官（1）、管理補佐（1）

水産開発部：

水産技術課、水産管理課

ロス・サントス県

港湾海運産業局担

当官（1）

エレラ県

港湾海運産業局

担当官（1）

［施設修理・保守・改修］

【指導員派遣】

【運営管理】

監査局：監査委員

【運営管理】
【維持管理】 【維持管理】

プロジェクト監査官

（ペダシ／パリタ水揚場）
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３－５　プロジェクトの概算事業費

３－５－１　協力対象事業の概算事業費

　本 協力 対 象 事業 を 日 本国 の 無償 資 金 協力 に よ り実 施 する 場 合 に必 要 とな る 事 業費 総 額 は、 4.49

億 円 と な り 、 先 に 述 べ た 日 本 国 と パ ナ マ 国 と の 負 担 区 分 に 基 づ く 双 方 の 経 費 負 担 の 内 訳 は 、 以

下のとおりと見積もられる。

（１）日本国側負担経費

事業費区分 合　計

（１）建築建設費

　　ア．直接工事費

　　イ．共通仮設費

　　ウ．現場経費等

　　エ．一般管理費等

（２）機材調達費

（３）設計管理費

3.43 億円

2.20（億円）

0.20（億円）

0.77（億円）

0.26（億円）

0.39 億円

0.67 億円

合　計 4.49 億円

（２）パナマ国側負担経費

１）パリタプロジェクト施設

　　①電気引込工事費 米ドル 0.00 （約 0 百万円）

　　②水道引込工事費 米ドル 3,690 （約 0.5 百万円）

　　　（材料費のみ）

　　　③計画敷地内既存障害物の撤去 米ドル 8,088 （約 1.0 百万円）

２）ペダシプロジェクト施設

　　①電気引込工事費 米ドル 15,750 （約 2.0 百万円）

　　②水道引込工事費 米ドル 10,246 （約 1.3 百万円）

　　　（材料費のみ）                                                                                                                  

 合計 米ドル 37,774 （約 4.8 百万円）

（３）積算条件

１）積算時点 平成 14 年 5 月

２）為替交換レート １米ドル＝130.32 円

３）施工期間 1 期 に よ る 実 施 と し 、 詳 細 設 計 、 建 設 工 事 及 び 機 材 調 達 の 期 間

は、事業実施工程に示したとおり。

４）その他 本 プ ロ ジ ェ ク ト は 日 本 国 政 府 の 無 償 資 金 協 力 の 制 度 に 従 い 実 施

されるものとする。

３－５－２　運営・維持管理費
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本 プ ロ ジ ェ ク ト 施 設 及 び 機 材 の 運 営 維 持 管 理 に 必 要 な 費 用 は 、 地 域 漁 業 の 活 性 化 と 漁 民 の 活

動 意 欲 向 上 を 図 る こ と を 第 一 に 考 え 、 原 則 と し て 沿 岸 海 洋 資 源 局 の 予 算 で 賄 う 計 画 で あ る 。 ス

リ ッ プ ウ ェ イ 、 船 揚 場 、 荷 捌 場 施 設 は 通 常 運 用 経 費 を 必 要 と せ ず 、 ま た 公 共 性 が 高 く 不 特 定 多

数 の 漁 業 従 事 者 が 使 用 す る 施 設 で あ り 、 使 用 料 を 徴 収 し な く て も 本 来 の 機 能 を 維 持 す る こ と が

可 能 で あ る 。 ま た 、 こ れ ら の 施 設 に メ ン テ ナ ン ス 、 修 繕 等 が 必 要 な 場 合 は 、 海 運 庁 が 技 術 的 調

査 を 行 い 、 必 要 な 予 算 措 置 を 経 て 保 全 工 事 が 行 わ れ る 制 度 が 確 立 し て い る こ と か ら 維 持 管 理 に

問題はないと判断される。

し か し 、 ペ ダ シ の ト ラ ッ ク 、 及 び 両 水 揚 場 の 漁 民 ロ ッ カ ー 等 、 利 用 者 が 特 定 さ れ る も の に 対

し て は 、 計 画 の 実 施 に 際 し て 沿 岸 海 洋 資 源 局 は 利 用 者 と 協 議 を 行 い 、 使 用 料 の 徴 収 に 必 要 な 規

約 の 制 定 、 施 行 手 続 き を 経 て 、 利 用 者 の 負 担 に な ら な い 範 囲 で 使 用 料 徴 収 の 検 討 を 行 う 計 画 で

ある。

　

　　　　表３－２８　施設、機材の運営維持管理に必要な年間予算　（単位：米ドル）

科　目 パリタ水揚場 ペダシ水揚場 合計

電気代 2,508 1,400 3,908

水代 1,178 512 1,690

浄化槽清掃費 100 100 200

人件費 6,480 6,480 12,960

トラック － 1,750 1,750

指導訓練船 4,500 4,500 9,000

合　計 14,766 14,742 29,508

　以下に内訳を示す。

（１）運営経費の算出根拠（単位$＝米ドル）

１）電気代

民間電力会社 FENOSA の基本料と使用料は、電気を使用する施設の総容量により、10kw 未満

と 10kw 以 上で異な る料金が設 定されて いる。本 プロジェク ト施設で 必要な総容 量は、パ リタ、

ペ ダシ とも に 10kw 未満 で ある こと から 、10kw 未 満の 単価 を算 定根 拠と し て電 気代 の概 算を 行

う。

　総容量 10kw 未満の施設の基本料金：$1.67／月

　総容量 10kw 未満の施設の使用料金：$0.11931／kwh

　①パリタの電気代

　　負荷　　　　　照明 4.3kw＋コンセント 1.5kw＝5.8kw

　　1 日の使用量　4.3kw×12 時間＋1.5kw×4 時間=57.6kwh／日

　　　年間使用料　　57.6kwh／日×365 日×$0.11931／kwh＝$2,508／年

　　②ペダシの電気代

　　負荷　　　　　照明 2.18kw＋コンセント 1.5kw＝3.68kw
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　　1 日の使用量　2.18kw×12 時間＋1.5kw×4 時間=32.16kwh／日

　　　年間使用料　　32.16kwh／日×365 日×$0.11931／kwh＝$1,400／年

２）水代

民 間 水道 会 社 IDAAN の両 プ ロ ジ ェク ト 施 設 に供 給 す る水 の 使 用 料金 単 価 は 、$11.5／ 37.85

ﾄﾝ＝ $0.30／ ﾄﾝで あ る 。 両 サ イ ト の 水 代 は 、 両 水 揚 場 の 使 用 す る 稼 働 漁 船 の 乗 組 員 と 流 通 業 者

数（1 業者 1 人と換算）、政府職員等、施設使用対象者の半数を 1 日当たりの利用者数と想定

し て 代 金 の 概 算 を 行 う 。 ト イ レ と シ ャ ワ ー の 水 使 用 量 は 、 日 本 の 建 築 設 計 既 往 資 料 の 基 準 値

より、トイレを 20 ﾘｯﾀｰ／1 回、シャワーを 40 ﾘｯﾀｰ／1 回と概算を行う。荷捌場の使用水量に

つ い て は 、 稼 働 漁 船 数 と 流 通 業 者 数 が そ れ ぞ れ 1 回 ／ 日 使 用 、 漁 獲 物 及 び 魚 箱 等 の 洗 浄 に 要

する水量を 10 ﾘｯﾀｰ／1 回と想定して、水代の概算を行う。

　　

　パリタ：

　　トイレ、シャワーの使用数：稼働漁船数 100 隻×乗組員数 2 人／隻＝200 人より

　　　　　　　　　　　　　　（漁民 200 人＋流通業者 94 人）÷2＝147 回／日

　　荷捌場利用数：漁船数 100 隻＋流通業者 94 業者＝194 回

　

ペダシ：

　　トイレ、シャワーの使用数：稼働漁船数 44 隻×乗組員数 3 人／隻＝132 人より

　　　　　　　　　　　　　　（漁民 132 人＋流通業者 4＋政府職員等 4 人）÷2＝70 回／日

　　荷捌場利用数：漁船数 44 隻＋流通業者 4 業者＝48 回／日

　①パリタの水使用量

　　トイレ、シャワー＝60 ﾘｯﾀｰ×147 回／日＝8,820 ﾘｯﾀｰ／日

　　荷捌場＝10 ﾘｯﾀｰ×194 回／日＝1,940 ﾘｯﾀｰ／日

　　年間使用量（8,820 ﾘｯﾀｰ＋1,940 ﾘｯﾀｰ＝10,760 ﾘｯﾀｰ）＝10,760 ﾘｯﾀｰ／日×365 日≒3,927 ﾄﾝ

　　年間水代＝3,927 ﾄﾝ×$0.3＝$1,178

　②ペダシの水使用量

　　トイレ、シャワー＝60 ﾘｯﾀｰ×70 回／日＝4,200 ﾘｯﾀｰ／日

　　荷捌場＝10 ﾘｯﾀｰ×48 回／日＝480 ﾘｯﾀｰ／日

　　年間使用量（4,200 ﾘｯﾀｰ＋480 ﾘｯﾀｰ＝4,680 ﾘｯﾀｰ）＝4,680 ﾘｯﾀｰ／日×365 日≒1,708 ﾄﾝ

　　年間水代＝1,708 ﾄﾝ×$0.3＝$512

　③浄化槽の清掃代

　　地元業者による浄化槽の清掃は 1 個所年 1 回が標準で、代金は約$100／1 回である。従って、

両水揚場の浄化槽清掃費は約$200／年と試算される。

３）人権費の内訳

計 画 施 設 は 、 現 職 の 各 サ イ ト の 支 局 員 に よ っ て 管 理 さ れ る 。 し か し 、 ペ ダ シ の 車 両 、 両 施 設

の ト イ レ 、 シ ャ ワ ー 施 設 の 鍵 、 照 明 施 設 の 管 理 、 そ の 他 、 支 局 員 の 統 計 、 普 及 作 業 等 の 補 佐 を
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行うため地元採用職員を各サイトに 1 名採用する。その経費は以下のように算出される。

基本給　　　$450／月・人×12 カ月×1 人＝ $5,400／年・人

　時間外手当　$ 90／月・人×12 カ月×1 人＝             $1,080／年・人

                                合計　  $6,480／年・人

（２）機材の運営経費の算出根拠

１）トラック（ペダシサイト）

ト ラ ッ ク は 、 沿 岸 海 洋 資 源 局 ペ ダ シ 支 局 の 管 理 下 に お い て 漁 業 者 に 貸 し 出 さ れ る 。 ト ラ ッ ク

の 貸 出 に 際 し 、 運 転 手 と 燃 料 費 は 利 用 者 負 担 を 原 則 と す る 計 画 で あ り 、 潤 滑 油 及 び タ イ ヤ 等 の

消耗品と定期的な部品の交換費用等の維持管理に必要な経費は、沿岸海洋資源局が負担する。

以下の内容で経費の概算を行った。

・潤滑油代　$80／1 回×2 回／年　　　　　　　　　　   ＝　$160／年

・タイヤ代　$150／本×6 本／年　　　　　　　　　　　  ＝　$900／年

・部品代　　車両推定価格の 5％／年＝概算$35,000×0.05             ＝$1,750／年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計 $2,810／年

２）漁業訓練指導船

計画の零細漁民訓練／ 漁業支援用小型漁船 2 隻の年間の運航経費 は約$9,000 と試算される。

「 パ 」 国 で は 、 国 際 機 関 あ る い は 海 外 の 支 援 機 関 に よ る プ ロ ジ ェ ク ト に 対 し て は 、 プ ロ ジ ェ ク

ト の 実 施 に 先 が け て 援 助 国 に 対 す る 確 定 公 約 （ Compromiso� Fijo） を 公 表 し 予 算 を 確 保 す る 制

度が あり 、海運 庁はＥ ／Ｎ 署名後 直ちに 予算 措置を 取る 計画と なって いる 。1 隻 あたり の年 間運

行経費の内訳を表３－２９に示す。

表３－2９　年間運行計画と運航経費の試算内容

項目 内容

訓練航海 月 2 航海、年間 24 航海、年間（最大）84 名の零細漁民に技術移転を行う

漁業支援航海 月 2 航海、年間 24 航海の漁業指導、支援、漁業の実態調査を行う

年間運行計画 訓練：2 航海／月、指導、漁業の実体の把握：2 航海／月

計 48 航海／年、一航海：7 時間航走として

燃料・潤滑油 約 1,800 ドル／年間

臨時雇用 約 960 ドル／年間 （2 名ｘ48 航海／年）

食料費 約 240 ドル／年間 （5 名ｘ1 ドルｘ48 航海／年）

整備費 約 1,500 ドル／年間 （機関、漁具）

年間経費 約 4,500 ドル／年間 ／1 隻

３－６　協力対象事業実施に当たっての留意事項

本プロジェクトは、我が国の無償資金協力の制度に従って単年度事業として計画されており、

実 施 期 間 が 限 ら れ て い る 。 特 に 、 パ ナ マ 国 側 負 担 事 業 で あ る 既 存 施 設 の 撤 去 、 整 地 、 代 替 施 設

の 確 保 、 各 種 建 設 工 事 申 請 手 続 き 及 び 許 可 取 得 等 は 、 協 力 対 象 事 業 の 開 始 時 期 に 大 き く 影 響 を
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及 ぼ す こ と か ら 、 Ｅ ／ Ｎ 締 結 後 に で き る 限 り 速 や か に 行 い 、 事 業 の 実 施 に 必 要 な 工 期 を 確 保 す

る 事 が 望 ま れ る 。 ま た 、 工 期 後 半 に は 本 事 業 の 完 工 に 不 可 欠 な 電 気 、 水 道 の 引 き 込 み 工 事 等 が

計画されている。

従 っ て 、 本 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、 実 施 前 、 実 施 中 の 日 本 国 側 と パ ナ マ 国 側 の 分 担 事 業 の

内 容 、 時 期 に つ い て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 実 施 機 関 、 コ ン サ ル タ ン ト 、 施 工 ・ 調 達 業 務 請 負 業 者 は 、

詳 細 か つ 綿 密 な 工 程 管 理 計 画 を 作 成 し 、 事 業 の 進 捗 に 関 し 相 互 に 意 志 の 疎 通 を 図 り 、 円 滑 な 事

業の推進と完工を図る必要がある。
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第 ４ 章 　 プ ロ ジ ェ ク ト の 妥 当 性 の 検 証

４ － １ 　 プ ロ ジ ェ ク ト の 効 果

　 本 プ ロ ジ ェ ク ト に お け る 協 力 対 象 事 業 の 実 施 に よ り 、 以 下 に 示 す 効 果 が 期 待 さ れ る 。

現 状 と 問 題 点 本 計 画 で の 対 策

（ 協 力 対 象 事 業 ）

計 画 の 効 果 ・ 改 善 程 度

　 小 規 模 漁 業 開 発 の 拠 点 と し

て 水 揚 場 の 整 備 が 遅 れ て い

る 。 従 っ て 、 政 府 は 漁 民 の 漁

業 技 術 向 上 、 漁 民 育 成 活 動 、

管 理 型 漁 業 の 普 及 活 動 等 を 十

分 行 え な い 状 況 に あ る 。 一

方 、 漁 民 は 漁 獲 物 の 水 揚 げ 後

の 処 理 を 効 果 的 に 行 う こ と が

で き な い た め 、 漁 獲 物 の 品 質

維 持 、 供 給 量 の 安 定 と 増 大 、

採 算 性 の 向 上 等 を 図 る こ と が

困 難 な 状 況 に あ る 。

　 開 発 の 可 能 性 が 高 く 漁 業 活

動 が 活 発 に 行 わ れ て い る 、 パ

リ タ 水 揚 場 、 ペ ダ シ 水 揚 場 に

水 揚 場 施 設 を 建 設 す る 。

パ リ タ 水 揚 場 ：

　 ス リ ッ プ ウ ェ イ

　 船 揚 場

　 荷 捌 場

ペ ダ シ 水 揚 場 ：

　 ス リ ッ プ ウ ェ イ

　 船 揚 場

　 荷 捌 場

　 水 揚 場 の 整 備 に よ り 、 漁 船

の 潮 待 ち 、 船 着 場 の 順 番 待 ち

等 の 制 約 が 改 善 さ れ 、 漁 民 の

収 益 率 向 上 に よ り 漁 業 従 事 者

の 収 入 増 大 、 水 産 物 の 生 産 コ

ス ト の 低 減 を は か る こ と が 可

能 と な る 。 ま た 、 水 揚 げ 作 業

と 流 通 業 者 へ の 販 売 、 受 渡 し

作 業 等 に 要 す る 時 間 の 短 縮 が

可 能 と な る 。

　 パ リ タ で は 既 存 漁 民 ロ ッ カ

ー は 老 朽 化 が 進 み 保 管 機 能 が

低 下 し て い る 。

ペ ダ シ で は 漁 民 ロ ッ カ ー が な

く 自 衛 で 警 備 の た め の 、 漁 民

の 経 費 負 担 が 大 き い な ど 、 健

全 な 漁 業 活 動 が 妨 げ ら れ て い

る 。

　 漁 具 、 船 外 機 な ど の 安 全 保

管 、 就 労 環 境 の 改 善 を 行 い 、

円 滑 な 漁 業 活 動 を 支 援 す る た

め に 十 分 な 機 能 を 有 す る 漁 民

ロ ッ カ ー を 建 設 す る 。

パ リ タ ： 53 室

　 　 （ 対 象 漁 船 数 120 隻 ）

ペ ダ シ ：  4 室

　 　 （ 対 象 漁 船 数   60 隻 ）

　 漁 船 、 漁 具 等 の 生 産 機 材 の

保 管 の 容 易 性 と 安 全 性 の 確 保

に よ る 、 漁 民 の 就 労 意 欲 の 向

上 と 地 域 産 業 の 活 性 化 に 寄 与

す る 。 ま た 、 漁 撈 機 材 の 漁 船

へ の 積 み 込 み 、 収 納 作 業 が 軽

減 さ れ 漁 撈 作 業 の 効 率 改 善 に

も 寄 与 す る 。

　 水 揚 場 周 辺 に は ト イ レ 、 シ

ャ ワ ー 施 設 が 一 切 な く 、 漁 業

関 係 者 は 不 自 由 な 環 境 で 作 業

を 行 っ て お り 、 ま た 水 揚 場 及

び 周 辺 の 衛 生 管 理 面 で の 改 善

が 必 要 と さ れ て い る 。

ト イ レ と シ ャ ワ ー を 建 設 す

る 。

パ リ タ ：

　 男 性 用 2 室 、 女 性 用 1 室

ペ ダ シ ：

　 男 性 用 1 室 、 女 性 用 1 室

　 漁 民 及 び 漁 業 関 係 者 の 健 康

管 理 に 寄 与 し 、 水 揚 場 周 辺 の

衛 生 環 境 が 改 善 さ れ 、 地 域 の

漁 業 活 動 が 活 性 化 さ れ る 。

　 ペ ダ シ に は 行 政 指 導 、 支 援

の 拠 点 と な る 沿 岸 漁 業 資 源 局

の 事 務 所 が な い た め 、 漁 業 の

実 態 調 査 、 統 計 作 業 、 適 切 な

漁 民 訓 練 等 が 行 え な い 。

ペ ダ シ 水 揚 場 沿 岸 漁 業 資 源 局

事 務 所 を 建 設 す る 。

事 務 室 2 人 用 × 1 室 、

倉 庫 × 1 室

　 小 規 模 漁 業 の 振 興 、 指 導 、

行 政 管 理 の 拠 点 が 整 備 さ れ 、

適 正 か つ 効 果 的 な 零 細 漁 業 の

実 態 調 査 、 管 理 型 漁 業 の 普 及

活 動 が 実 施 で き る 。

　 当 該 海 域 で の 持 続 可 能 な 管

理 型 漁 業 の 普 及 と 漁 業 生 産 の

多 様 性 を 図 る こ と 、 ま た 小 規

模 漁 民 に 対 す る 新 漁 法 、 技 術

訓 練 指 導 を 行 う こ と が 出 来 な

い 状 況 に あ る 。

　 漁 業 訓 練 指 導 船 （ FRP 製 全

長 約 8.8m 型 、 船 内 外 機 船 ） 、

パ リ タ 1 隻 、 ペ ダ シ 1 隻 （ 計

2 隻 ）及 び 、適 正 内 容 の 漁 具 、

船 内 外 機 の 予 備 品 等 の 機 材 を

整 備 す る 。

　 当 該 地 域 に お い て 、 漁 業 訓

練 を 行 う こ と が 可 能 と な り 、

新 た に 利 用 可 能 な 水 産 資 源 の

発 掘 と そ の 活 用 に 関 す る 普 及

活 動 を 行 う こ と が で き る 。 そ

の 他 に 、 違 法 操 業 者 の 監 視 ・

指 導 、 遭 難 者 の 救 助 な ど 多 岐

に 渡 り 小 規 模 漁 業 の 振 興 、 促

進 に 寄 与 す る 。

　 ペ ダ シ 漁 業 組 合 を 中 心 と し

て 漁 業 活 動 が 行 わ れ て い る

が 、 既 存 ト ラ ッ ク の 老 朽 化 が

進 み 、 釣 漁 に 必 要 な 餌 の 購

入 、 及 び 燃 料 、 氷 、 漁 獲 物 、

漁 民 の 搬 送 等 が 困 難 な 状 況 に

あ る 。

　 ペ ダ シ 水 揚 場 に 、 地 元 漁 民

の 漁 業 活 動 を 支 援 す る た め に

ト ラ ッ ク ２ ﾄﾝ型 （ ｸﾚｰﾝ付 ） を

1 台 配 備 す る 。

ペ ダ シ 地 区 の 漁 業 に 欠 か せ な

い 餌 の 購 入 、 及 び 、 漁 民 、 漁

具 、 氷 等 の 運 搬 作 業 等 を 円 滑

に 行 う こ と が 可 能 と な り 、 漁

業 活 動 の 効 率 向 上 及 び 活 性 化

が 期 待 で き る 。
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（ １ ） 直 接 的 効 果

　

　 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 に よ り 、 パ リ タ 水 揚 場 の 漁 民 約 420 名 と 流 通 関 係 約 90 業 者 、 ペ ダ

シ 水 揚 場 の 漁 民 約 200 名 と 流 通 関 係 4 業 者 が 従 事 す る 漁 業 活 動 に 対 し て 、 以 下 の 効 果 が 期 待

さ れ る 。

　

１ ） 漁 船 の 潮 待 ち 、 船 着 場 の 順 番 待 ち 等 の 制 約 が 改 善 さ れ る 。

２ ） 漁 民 の 収 益 率 向 上 に よ り 漁 業 従 事 者 の 収 入 が 増 大 す る 。

３ ） 捕 獲 後 の 水 揚 げ 作 業 と 流 通 業 者 へ の 販 売 、 受 渡 し 作 業 等 に 要 す る 時 間 が 短 縮 さ れ る 。

４ ） 漁 船 、 漁 具 等 の 生 産 機 材 の 保 管 の 容 易 性 と 安 全 性 が 確 保 さ れ る 。

５ ） 衛 生 環 境 の 整 備 に よ り 、 零 細 漁 民 に 対 す る 衛 生 的 か つ 健 全 な 漁 業 活 動 の 支 援 が 可 能 と な

る 。

６ ） 小 規 模 漁 業 の 振 興 、 指 導 、 行 政 管 理 の 拠 点 が 整 備 さ れ 、 適 正 か つ 効 果 的 な 零 細 漁 業 の 実

態 調 査 、 管 理 型 漁 業 の 普 及 活 動 が 実 施 で き る 。

７ ） 零 細 漁 民 の 漁 業 技 術 レ ベ ル 向 上 、 漁 民 組 織 の 育 成 、 健 全 な 漁 業 、 流 通 活 動 の 普 及 な ど 、

小 規 模 漁 業 開 発 に 必 要 な 支 援 活 動 が 行 え る 。

（ ２ ） 間 接 的 効 果

　

１ ） 漁 獲 物 の 鮮 度 向 上 、 供 給 量 の 安 定 、 増 大 及 び 生 産 コ ス ト の 低 減 に よ り 、 市 場 が 求 め る 均

質 か つ 安 価 な 魚 の 供 給 、 販 売 が 可 能 と な り 、 国 内 市 場 へ の 流 通 量 の 増 大 と 魚 食 普 及 へ の

貢 献 、 ま た 輸 出 で は 外 貨 の 獲 得 に 貢 献 で き る 。

２ ）パ リ タ 、ペ ダ シ の 低 所 得 者 層 に 属 す る 漁 民 の 収 益 率 の 改 善 に よ り 、収 入 が 安 定 、向 上 し 、

そ の 家 族 を 含 む 約 3,000 名 の 生 計 の 安 定 、 改 善 が 図 ら れ る 。

３ ） 未 利 用 資 源 の 新 た な 有 効 利 用 と 現 有 資 源 の 合 理 的 か つ 長 期 的 利 用 を 図 り 、 漁 業 従 事 者 の

生 活 の 安 定 と 地 元 及 び 地 方 都 市 部 （ 約 60 万 人 ） 、 首 都 圏 （ 約 40 万 人 ） へ の 安 全 性 の 高

く 均 質 、 安 価 な 水 産 物 の 中 ・ 長 期 的 供 給 が 期 待 さ れ る 。

４ ）本 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 に よ り 、今 後 の 他 地 域 に 於 け る 小 規 模 漁 業 開 発 計 画 の 策 定 に 際 し 、

そ の 規 模 、 内 容 の 設 定 、 実 施 体 制 の 確 立 等 に 有 益 な 資 料 、 情 報 を 提 供 す る こ と が 可 能 と

な り 、 同 時 に 、 今 後 の 管 理 型 漁 業 の 基 本 政 策 の 補 強 、 修 正 、 改 訂 等 に 資 す る こ と が で き

る 。

４ － ２ 　 課 題 ・ 提 言

本 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 パ ナ マ 政 府 主 導 の 小 規 模 漁 業 開 発 計 画 に 基 づ く 最 初 の プ ロ ジ ェ ク

ト で あ り 、 当 該 分 野 の 漁 業 開 発 に 不 可 欠 な 基 本 水 産 基 盤 で あ る 水 揚 場 整 備 事 業 と し て 計

画 さ れ て い る 。 従 っ て 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 成 果 は 、 今 後 の 同 国 の 小 規 模 漁 業 開 発 事 業 を

展 開 し て い く 上 で 重 要 な 指 標 を 示 す こ と に な る と の 観 点 よ り 、 沿 岸 海 洋 資 源 局 は 、 以 下

の 諸 点 に つ い て 先 導 的 役 割 を 果 た し 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト の さ ら な る 効 果 を 高 め る こ と が 求

め ら れ る 。

（ １ ） 施 設 及 び 機 材 の 利 用 者 と の 協 議
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本 プ ロ ジ ェ ク ト の 計 画 施 設 及 び 機 材 の 運 営 維 持 管 理 に 必 要 な 費 用 は 、 当 面 地 域 漁 業 の 活 性

化 と 漁 民 の 活 動 意 欲 向 上 を 図 る こ と を 優 先 し 、 原 則 と し て 沿 岸 海 洋 資 源 局 の 予 算 で 賄 こ と が

計 画 さ れ て い る 。

こ れ ら 計 画 施 設 は 公 共 性 の 高 い ス リ ッ プ ウ ェ イ 、 船 揚 場 、 荷 捌 場 施 設 と 利 用 対 象 者 を 限 定

す る こ と が 可 能 な 漁 民 ロ ッ カ ー 、ト イ レ 、シ ャ ワ ー 施 設 に 大 別 で き る 。前 者 は 公 共 性 が 高 く 、

不 特 定 多 数 の 漁 業 関 係 者 が 裨 益 者 と な る こ と か ら 、 当 面 使 用 料 を 徴 収 し な い 方 針 は 妥 当 と 考

え ら れ る 。 し か し 、 使 用 対 象 者 に 対 し て は 、 公 共 施 設 で あ る こ と の 認 識 を 高 め 、 加 え て 、 沿

岸 海 洋 資 源 局 と 利 用 者 全 員 と の 協 議 、 合 意 に 基 づ く 適 正 使 用 、 管 理 に 関 す る ル ー ル 作 り が 必

要 で あ る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 沿 岸 海 洋 資 源 局 は 、 こ の よ う な 協 議 を 通 じ て 、 地 域 漁 業 者 の

組 織 体 制 の 整 備 、 強 化 を 図 り 、 地 域 漁 業 の 振 興 を 図 る こ と も 肝 要 で あ る 。 一 方 、 後 者 の 使 用

に 関 し て は 、 本 来 経 費 の 利 用 者 負 担 が 妥 当 と 考 え ら れ る こ と か ら 、 将 来 的 に は 利 用 者 に 最 小

限 の 料 金 負 担 制 度 の 導 入 を 検 討 す る こ と 、ま た 、利 用 者 の 権 利 と 義 務 を 明 確 に 示 す と 同 時 に 、

こ れ ら の 施 設 を 使 用 し な い 漁 民 と の 間 に 不 公 平 感 を 抱 か せ な い よ う 沿 岸 海 洋 資 源 局 が 指 導 、

調 整 を 図 る こ と が 望 ま れ る 。

（ ２ ） 水 揚 場 河 口 域 の 浚 渫

パ リ タ 水 揚 場 、 ペ ダ シ 水 揚 場 共 に 、 漁 場 へ 至 る 河 口 域 に は 海 岸 線 に 沿 っ た 砂 州 が あ り 、

干 潮 時 に 漁 船 の 安 全 か つ 自 由 な 航 行 を 妨 げ る こ と が あ る 。従 っ て 、こ れ ら の 障 害 を 取 り 除 き 、

本 プ ロ ジ ェ ク ト で 整 備 さ れ る 水 揚 場 施 設 の 効 果 を 高 め る た め に 沿 岸 海 洋 資 源 局 は 適 正 規 模 及

び 頻 度 で 、 航 路 の 浚 渫 を 行 う こ と が 望 ま し い 。 ま た 、 航 路 の 水 深 の 確 保 は 、 現 状 規 模 の 船 外

機 漁 船 の 大 型 化 を 可 能 と し 、 同 時 に 既 存 船 内 機 搭 載 の 沖 合 漁 業 船 の 安 全 航 行 を 確 保 す る 上 で

も 効 果 が 得 ら れ る も の で あ り 、 両 水 揚 場 の 活 性 化 に 大 い に 寄 与 す る も の と 考 え ら れ る 。

（ ３ ） 未 利 用 資 源 の 調 査 、 開 発

　 本 プ ロ ジ ェ ク ト で は 新 た に 利 用 可 能 な 魚 種 を 対 象 と し て 、 巻 刺 網 、 引 き 縄 、 延 縄 、 万 歯 の

漁 具 の 導 入 、 普 及 を 図 る 計 画 で あ る 。 し か し 、 一 般 的 に 漁 業 者 の 多 く は 保 守 的 で 、 新 た な 漁

法 の 導 入 に は 否 定 的 で あ る 。 ま た 新 し い 漁 法 は 、 採 算 面 で の 有 利 性 が 確 認 で き な い と 普 及 し

な い 。 従 っ て 、 新 た な 漁 法 の 円 滑 な 導 入 を 図 る た め に 沿 岸 海 洋 資 源 局 は 、 普 及 に 先 駆 け て 必

要 か つ 十 分 な 調 査 を こ れ か ら 行 わ な け れ ば な ら な い 。 他 方 、 新 た な 捕 獲 魚 種 に 対 し て は 、 市

場 の ニ ー ズ の 拡 大 を 図 る 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 沿 岸 海 洋 資 源 局 は 新 魚 種 を 市 場 に 供 給 す る

だ け で な く 、 消 費 者 へ の 調 理 方 法 、 加 工 ・ 保 存 等 に 関 す る 広 報 活 動 も 平 行 し て 推 進 す る 必 要

が あ る 。

４ － ３ 　 プ ロ ジ ェ ク ト の 妥 当 性

　

我 が 国 の 無 償 資 金 協 力 に よ り 協 力 対 象 事 業 を 実 施 す る こ と が 妥 当 で あ る と 判 断 さ れ る

諸 点 に つ い て 、 以 下 に 述 べ る 。

１ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 裨 益 者 は 、 貧 富 の 差 が 激 し い パ ナ マ 国 の 貧 困 層 に 属 す る パ リ タ 及

び ペ ダ シ 地 区 の 漁 民 、 漁 業 関 係 者 及 び そ の 家 族 で あ る 。 直 接 裨 益 者 で あ る 漁 民 数 は 、

そ れ ぞ れ 420 人 、 210 人 、 ま た 仲 買 、 加 工 輸 出 会 社 等 の 漁 業 関 係 者 は 両 者 で 約 100 業

者 （ 推 定 200 人 ） 以 上 に 及 び 、 主 た る 間 接 的 裨 益 者 と な る 国 内 の 消 費 者 数 は 両 水 揚 げ
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地 を 含 む 周 辺 4 県 で 約 60 万 人 と な る な ど 、 小 規 模 漁 業 者 及 び 多 く の 国 民 に 裨 益 す る

公 共 性 の 高 い プ ロ ジ ェ ク ト で あ る 。

２ ） パ ナ マ 国 の 国 家 経 済 成 長 政 策 と し て は 、 貧 困 層 の 低 減 、 地 方 域 と 首 都 圏 と の 経 済 的

格 差 の 是 正 、 雇 用 の 促 進 が 重 要 課 題 と し て 掲 げ ら れ て い る 。 ま た 、 水 産 分 野 に お け る

本 プ ロ ジ ェ ク ト に 関 連 す る 開 発 戦 略 と し て は 、 当 該 分 野 に お け る 社 会 ・ 経 済 的 地 位 の

改 善 、 沿 岸 海 域 の 零 細 漁 業 の 育 成 ・ 多 様 化 、 漁 民 の 訓 練 ・ 支 援 、 漁 村 （ 水 揚 場 ） を ベ

ー ス と す る 社 会 、 地 域 開 発 が 基 本 方 針 と さ れ て い る 。 本 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 こ れ ら 同 国

が 目 指 す 上 位 計 画 を 基 本 と し て 立 案 さ れ た 漁 業 開 発 計 画 で あ り 、 上 位 計 画 と の 整 合 性

が 高 く 、 国 家 レ ベ ル 及 び 当 該 セ ク タ ー の 基 本 政 策 に 合 致 し て い る 。

３ ） 計 画 地 周 辺 の 自 然 環 境 へ の 影 響 を 十 分 考 慮 し 、 特 に 現 状 地 形 と 河 川 形 状 を 変 え な い

で 、 さ ら に マ ン グ ロ ー ブ 群 や 地 盤 条 件 の 厳 し い 用 地 の 使 用 を 極 力 避 け た 施 設 及 び 建 物

の 配 置 計 画 を 行 う な ど 、 計 画 施 設 の 中 ・ 長 期 的 運 用 と 費 用 対 効 果 を 考 慮 し た プ ロ ジ ェ

ク ト と な っ て い る 。

４ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト で 整 備 さ れ る 施 設 及 び 機 材 の 維 持 管 理 は 、 全 て 責 任 省 庁 と 運 営 機 関

で あ る 海 運 庁 及 び 沿 岸 海 洋 資 源 局 の 資 金 と 人 員 で 行 う こ と が 可 能 で あ り 、過 度 の 予 算 、

人 員 確 保 ま た 技 術 の 習 得 等 を 必 要 と し な い 。

５ ） 本 プ ロ ジ ェ ク ト は 、 我 が 国 の 無 償 資 金 協 力 制 度 に よ り 、 特 別 な 問 題 、 支 障 等 を 伴 う

こ と な く 実 施 す る こ と が 可 能 で あ る 。

４ － ４ 　 結 論

本 プ ロ ジ ェ ク ト は 前 述 の よ う に 多 く の 効 果 が 期 待 さ れ る と 同 時 に 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト が

貧 困 層 に 属 す る 地 元 漁 業 者 の 生 活 向 上 と 経 済 格 差 が 大 き い 地 方 域 の 産 業 の 活 性 化 、 さ ら

に 水 揚 物 の 多 様 化 と 品 質 ・ 鮮 度 の 改 善 に よ る 安 価 か つ 安 定 し た 食 糧 の 供 給 に 寄 与 す る こ

と か ら 、 協 力 対 象 事 業 の 一 部 に 対 し て 、 我 が 国 の 無 償 資 金 協 力 を 実 施 す る こ と の 妥 当 性

が 確 認 さ れ る 。

さ ら に 、 本 プ ロ ジ ェ ク ト の 運 営 ・ 維 持 管 理 に 付 い て も 、 実 施 機 関 で あ る 沿 岸 海 洋 資 源

局 の 人 員 、 資 金 と も に 十 分 で あ り 問 題 な い と 考 え ら れ る 。
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［資料］

１．調査団員・氏名

（１）基本設計調査時

氏　名 担　当 所　属

成澤 行人 総括 外務省　経済協力局　無償資金協力課

中尾　 直 技術参与 水産庁　資源管理部　国際課　海外漁業協力室

林 　将幸 計画管理 国際協力事業団　無償資金協力部　業務第四課

糸井 信男 業務主任/水産開発計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

岡田 伸司 施設計画/自然条件調査 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

岡村 憲二 漁労機材計画

（含調査訓練船）

オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

藤木 　暢 水産物流通機材計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

古館 和文 水産物流通計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

大寺 康夫 施工計画/積算 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

松永 祐子 通訳（西語） オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

（２）基本設計概要説明調査時

氏　名 担　当 所　属

志村　茂 総括 国際協力事業団　国際協力総合研究所　専門員

田中　郁也 技術参与 水産庁　漁港漁場整備部　計画課

糸井 信男 業務主任/水産開発計画 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

岡村 憲二 漁労機材計画

（含調査訓練船）

オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

土屋　政美 施工計画/積算 オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社

藤本　巴 通訳（西語） オーバーシーズ・アグロフィッシャリーズ・

コンサルタンツ株式会社
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２．調査行程

（１）基本設計調査時

調査内容 宿泊 宿泊

日

順

月日 曜日 官団員

３名

コンサルタント

C1:糸井、C2:岡田、C3:岡村、C4:藤
木、C5:古館、C6:大寺、C7:松永

官団員 ｺﾝｻﾙ

1 1/7 月 東京発→メキシコ着

2 1/8 火 メキシコ発→パナマ着（MX381 9:05→13:35）

在パナマ日本国大使館、JICA 事務所表敬

パナマ パナマ

3 1/9 水 DGRMC 表敬、I/R 説明 パナマ パナマ

4 1/10 木 外務省表敬　DGRMC 協議　パナマ市→チトレ市移動 チトレ チトレ

5 1/11 金 ﾍﾟﾀﾞｼｻｲﾄ調査、ﾍﾟﾀﾞｼ漁業組合調査、ﾎﾞｶ･ﾃﾞ･ﾊﾟﾘﾀｻｲﾄ調査 チトレ チトレ

6 1/12 土 ﾎﾞｶ･ﾃﾞ･ﾊﾟﾘﾀｻｲﾄ調査、チトレ市→パナマ市移動 パナマ パナマ

7 1/13 日 団内協議 パナマ パナマ
8 1/14 月 経済協力局表敬、

DGRMC 協議：要請内容、運
営･維持管理計画の協議

C2:成田発→メキシコ着（JL）
C4,C5:パリタ流通事情アンケー
ト調査開始

パナマ パナマ/
ﾁﾄﾚ

9 1/15 火 ミニッツ案協議 C1,C3,C6,C7,同左
C2:メキシコ発→パナマ着
　（MX381 9:05→13:35）、

パナマ パナマ/
ﾁﾄﾚ

10 1/16 水 ミニッツ署名、
大使館報告、
JICA 事務所報告

C1,C3,C6,C7,同左
C2,C7:自然条件、現地再委託調
査準備

パナマ パナマ/
ﾁﾄﾚ

11 1/17 木 パ ナ マ 発 → メ キ シ コ 着
(MX380 18:25→21:00)

C1,C3,C7,DGRMC 協議
C2,C6,:パリタへ移動、建設事情
調査、海象観測装置設置、

パナマ/チトレ

12 1/18 金 メキシコ発→ C1,C3,C7,DGRMC 協議

C2,C6,:自然条件調査開始
パナマ/チトレ

13 1/19 土 成田着 C4,C5：パリタ状況調査 パナマ/チトレ

14 1/20 日 パリタ流通事情アンケート調査終了、ペダシへ移動 パナマ/チトレ

15 1/21 月 C1,C3,C7：アントン漁業組合視察・調査

C4,C5：ペダシ流通事情調査開始、

パナマ/チトレ

16 1/22 火 C4,C5：ペダシ状況調査：水揚げ地・流通事情調査 チトレ

17 1/23 水 C4,C5：ペダシ状況調査：建設事情調査 チトレ

18 1/24 木 C4,C5：ペダシ状況調査：周辺漁村調査 パナマ/チトレ

19 1/25 金 C4,C5：ペダシ状況調査、再委託調査確認 パナマ/チトレ

20 1/26 土 団内協議 パナマ/チトレ

21 1/27 日 資料整理 パナマ/チトレ

22 1/28 月 DGRMC 協議、規模設定・配置計画 パナマ/チトレ

23 1/29 火 C4,C5 ペダシ流通事情アンケート調査終了、C4,C5：→パナマ

C1,C3,C7,DGRMC 協議：規模・運営維持管理

パナマ/チトレ

24 1/30 水 C1,C3,C6,C7,建設省、住宅省、建設事情調査 パナマ/チトレ

25 1/31 木 C1,C3,C7,DGRMC 協議：計画内容・規模・運営維持管理 パナマ/チトレ

26 2/1 金 大使館、JICA 事務所報告、電力･水道関係調査 パナマ/チトレ

27 2/2 土 補足調査、 パナマ/チトレ

28 2/3 日 C2：海象観測装置回収、→パナマ、その他資料整理 パナマ

29 2/4 月 DGRMC 協議：運営計画、先方負担事項・予算措置等最終確認 パナマ

30 2/5 火 補足資料収集、パナマ発→メキシコ着 メキシコ

31 2/6 水 メキシコ発 機内泊

32 2/7 木 日本着
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（２）基本設計概要説明調査時

調査内容 宿泊

日順 月/日 曜日 官団員 コンサルタント

1 5/18 土 東京発→（ロサンゼルス経由） ﾛｻﾝｾｾﾞﾙｽ

2 5/19 日 パナマ着 パナマ

3 5/20 月 午前：JICA 事務所表敬、大使館表敬、

午後：経済財務省表敬、海運庁・海洋資源局表敬、

　　　基本設計概要書説明

パナマ

4 5/21 火 沿岸海洋資源局において基本設計概要書の協議：

　協力対象事業内容、パナマ国負担事項、環境影響評価等

パナマ

5 5/22 水 沿岸海洋資源局において基本設計概要書の協議：

　　　　運営・維持管理体制、建設施設に関する技術的協議

パナマ

6 5/23 木 沿岸海洋資源局協議：ミニッツ（案）協議、 パナマ

7 5/24 金 ミニッツ署名、

JICA 事務所報告

パナマ発→（ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ経由）

同左

ﾛｻﾝｾｾﾞﾙｽ

／パナマ

8 5/25 土 ロサンゼルス発 パナマ→チトレ

パリタサイト補足調査

チトレ

9 5/26 日 成田着 ペダシサイト補足調査

チトレ→パナマ

収資料の整理

パナマ

10 5/27 月 沿岸海洋資源局において補足・最終協議

建設関連補足調査、パナマ発→（ロサンゼルス経由）

ﾛｻﾝｾｾﾞﾙｽ

11 5/28 火 ロサンゼルス発 機内泊

12 5/29 水 成田着
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３．関係者（面談者リスト）

海運庁：

（AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA : AMP）

　Sr. Jerry Salazar 長官 Administrador

沿岸海洋資源局（Dirección General de Recursos Marinos y Costeros : DGRMC ）

　Sr. Arnulfo L. Franco R. 局長 Director General

  Sr. Lic. Epiménides M. Diaz C. 副局長 Sub- Director General

  Sr. Leonel E. Molina M. 漁業部 Depto. Desarrollo Pesquero

  Sr. Lic Rogelio Santamaria G. 生物学者 Biólogo

  Sra. Leyka Martines 漁業課長 Jefe de la Seccion Pesca

  Sra. Rocío Ramírez 管理課長 Jefe de la Seccion Pesca

  Sr. Miguel A. Quintero A. 地方監督官       Supervisor Regional, (Herrera, Los Santos, Coclé, Veraguas)

Sr. Ing. Amado A. Cano D. 水産技師　 Ingeniero de Pesca ( Pedasi Regional Office)

  Sra. Enid Rivera エレラ県担当官 Administrador Regional

  Sr. Maria Victoria Vergara ﾛｽ･ｻﾝﾄｽ県担当官　 Administrador Regional

沿岸海洋資源局バカモンテ研究所 (Laboratorio de Vacamonte)

　Sra. Nery Diaz 所長 Directora

外務省（Ministerio de Relaciones Exteriores de Panama）

  Sr. Teófilo Ortiz Vega 副局長 Subdirector General

  Sr. Francisco Matos Castillo 中南米協力担当官 Responsable de Cooperatión Iberoamericama

経済財務省（Ministerio de Econoía y Finanzas）

Licda. Daría Cohen de Ruíz 国際技術協力局　局長　　Jefe fe Cooperación Técnica Internacional, a.i.

Lic.  Sergio E. Melais L. 計画投資局　　　顧問　　Sectorialista

  Licda. Eira Nidia Rosas 国際技術協力局　調整官　Coordinadora de Cooperación Bilateral

ペダシ漁業組合(Cooperativa de Pescadores de Pedasí)

　Sra. Enelia R. Herrera 組合長 Directora

　Sra. Jacquelino Moscos 経理担当者 Administradora

パナマ協同組合協会（Institute Panameño Autonomo Cooperativo）

  Sr. Euribisdes Ortega 計画課担当者 Coordinador

  Sra. Yadira Spencer 国際技術協力担当者 Coordinador

パナマ水道・公社

  Ing. Carmen Solis Moreno エレラ県副所長 Sub-Gerente Operativo

  Lic. Abilio Barrios ﾛｽ･ｻﾝﾄｽ県副所長 Sub-Gerente Operativo
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FENOSA 連合（電力会社：Union Fenosa）

  Sr. Francisco Flores 販売担当者（チトレ支局）Ventas Prescriptores

住宅省（Ministerio de Vivienda）

  Arq. Manuel Batista V. 技術調整副局長 Subrirector de Coordinacíon Técnica

在パナマ日本国大使館

松津　光威（ﾏﾂｽﾂﾞ ﾐﾂｲ） 特命全権大使

平出　哲夫（ﾋﾗｲﾃﾞ ﾃﾂｵ） 参事官

辻野　宏史（ﾂｼﾞﾉ ﾋﾛｼ） 一等書記官

　板垣　克巳（ｲﾀｶﾞｷ ｶﾂﾐ） 一等書記官

小澤　康彦（ｵｻﾞﾜ ﾔｽﾋｺ） 二等書記官（基本設計調査時）

吉田　豊成（ﾖｼﾀﾞ ﾎｳｾｲ） 二等書記官（基本設計概要説明調査時）

パナマＪＩＣＡ事務所

　三澤　吉孝（ﾐｻﾜ ﾖｼﾀｶ） 所長

　大木　智之（ｵｵｷ ﾄﾓﾕｷ） 所員

　高世　奈々子（ﾀｶｾ ﾅﾅｺ） プロジェクト形成補佐員

　Sr. Lic. Carlos E. Zambrano Asesor Economico y de Cooperacion Tecnica

海運庁

Sr. 佐原　光一　　　　　　 JICA 専門家（港湾管理運営指導）
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資料６．　事業事前評価表

事業事前評価表

1.　協力対象事業名

パナマ共和国　小規模漁業開発計画

2.　我が国が援助することの必要性・妥当性

（１）我が国が当該国に対し援助することの必要性・妥当性

パナマの所得水準は比較的高いが、パナマ運河を擁するためパナマの政治的安定は世界の安

定に極めて重要であること、我が国と伝統的に緊密な関係にあること、90 年当初に民主政権が

成立し、国内の治安、経済の安定化に努めていること等を考慮し、引き続き援助を実施していく。

（出典：我が国の政府開発援助（ODA）白書 2000 年版）

（２）当該プロジェクトを実施することの必要性・妥当性 　　

パナマの水産業は、これまで民間企業による輸出産業型漁業を中心として開発が進められて

きた。その結果、産業型漁業に必要な基本インフラは整備され、生産量はすでに資源量に見合っ

たレベルに達しているとみなされている。

一方、零細漁業者による地場産業的な小規模漁業は開発が遅れており、加えて統計資料の収

集、整理を含めて、全体的な漁業の実態が十分調査されていない状況にある。パナマ政府はこの

ような状況を踏まえ、小規模漁業開発の重要性と開発の可能性の見直しを行い、海運庁に沿岸海

洋資源局を設置してその開発を推進しつつある。しかし、小規模漁業活動の拠点である水揚場が

整備されていないことにより、漁業技術、漁家経営の向上に必要な指導、助言と新たな漁民育成

活動、さらに資源を適切に管理し、同時にその有効利用を図る資源管理型漁業の普及、強化活動

を十分行えない状況にある。このような状況のもと、沿岸海洋資源局は、就労環境、作業効率の向

上と漁業者の組織的強化を図り、同時に周辺漁場における未利用資源の活用と政府主導の管理型漁業

の普及・定着を図ることを目標とする小規模漁業開発計を推進するにあたり、幹線道路を含むアクセ

ス状況、電気、水道等の基本インフラ条件が良く、漁獲物の市場が確立されている「パリタ水揚場」

と「ペダシ水揚場」の２サイトの整備計画を立案し、その実施について我が国に無償資金協力を要請

してきた。

3.　協力対象事業の目的（プロジェクト目標）

本プロジェクトは、パリタ水揚場及びペダシ水揚場において、水揚施設および漁業訓練指導関

連機材の整備を行うことにより水揚げ効率の向上と、同地域漁民の収入向上を図ることを目標と

している。
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4.　協力対象事業の内容

(1)� 対象地域

エレラ県　ボカ・デ・パリタ水揚場周辺地域

ロス・サントス県　ペダシ水揚場周辺地域

(2)� アウトプット

　ボカ・デ・パリタ水揚場及びペダシ水揚場において、水揚場施設及び漁業訓練指導関連機材が

整備される。

(3)� インプット

【日本側】

　ボカ・デ・パリタ水揚場：

1)�スリップウェイ、船揚場からなる水揚場施設の建設

2)�荷捌場、漁民ロッカー、トイレ、シャワーからなる漁業活動支援施設の建設

3)�漁業訓練指導機材の調達

　ペダシ水揚場：

1)�スリップウェイ、船揚場、係船岸からなる水揚場施設の建設

2)�荷捌場、漁民ロッカー、トイレ、シャワーからなる漁業活動支援施設の建設

3)�海運庁沿岸海洋資源局事務所の建設

4）アクセス道路、舗装道路からペダシ水揚場区間の補修

5)�クレーントラック漁業活動支援機材と漁業訓練指導船機材の調達

【相手国側】

　ボカ・デ・パリタ水揚場：

1)�建設用地の確保及び既存建物の一部移設、整地

2)�給水管、電線の敷設

3)�残土捨場の確保

　ペダシ水揚場：

1)�建設用地の確保

2)�給水管、電線の敷設

3)�残土捨場の確保

(4)� 総事業費

　　概算事業費　4.54 億円（日本側 4.49 億円、パナマ国側 0.05 億円）

(5)� スケジュール

　　詳細設計期間を含め 15 ヶ月の工期を予定

(6)� 実施体制

　　パナマ共和国　実施機関：海運庁沿岸海洋資源局

　　　　　　　　　監督機関：海運庁
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5.　プロジェクトの成果

(1)プロジェクトの裨益対象の範囲及び規模

　

　1)� 直接受益者

エレラ県ボカ・デ・パリタ水揚場周辺地域　漁業関係者：漁民数 419 人、仲買業者 180 人

ロス・サントス県　ペダシ水揚場周辺地域　漁業関係者：漁民数 211 名、仲買業者 10 名

　2)� 間接受益者

ボカ・デ・パリタおよびペダシの漁業関係者の家族約 3,300 名

地元及び周辺地方都市の消費者約 60 万人、首都圏消費者約 40 万人

� (2)事業の目的（プロジェクト目標）達成を示す成果指標

ボカ・デ・パリタ水揚場

指　標 2002 年（実施前） 2005 年（実施後）

1）盛漁期(4～12 月)の出漁・水揚作業等の待ち時間 20 分～60 分 0 分

2)�漁民の訓練実績� （実施回数）

　　　　　　　　　（受講漁民数）

０（実施していない） 24 回／年

66～70 名／年

3）漁民の指導実績 ０（実施していない） 24 回／年

4)�水揚魚介類の多様化

2002 年の主要水揚魚種：サワラ類、アジ類、ニベ類、

　　　　　　　　　　　� ナマズ類、車エビ類

左記の５種が刺網漁

による漁獲の大半を

占める

水揚げ魚種の増加

ペダシ水揚場

指　標 2002 年（実施前） 2005 年（実施後）

1）整備対象水揚場の利用漁船数（1～3 月／4～12 月） 33 隻／4 隻 60 隻

2）出漁・水揚作業等に要する時間 20～30 分 5 分以内

3)�漁民の訓練実績� （実施回数）

　　　　　　　　　（受講漁民数）

０（実施していない） 24 回／年

66～70 名／年

4）漁民の指導実績 ０（実施していない） 24 回／年

5)�水揚魚介類の多様化：フエダイ、ハタ 左記の２種が漁獲の

殆どを占める。

水揚げ魚種の増加

(3)その他の成果指標

　　なし
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6.　外部要因リスク（事業の目的（プロジェクト目標）の達成に関するもの）

(1)� 計画水揚地の上下河川域で大規模な土木・建設事業が実施され、当該河川の自然形状が大き

く変化する場合、計画施設が使用できなくなる恐れがある。

(2)� 想定し得ないような大量土砂堆積の発生、あるいは水量の極端な減少が起こった場合、漁船

の円滑な航行が妨げられる恐れがある。

(3)� 小規模漁民訓練の効果が現れない場合、資源管理型漁業が普及しない恐れがある。

7.　今後の評価計画

(1)事後評価に用いる成果指標

ボカ・デ・パリタ水揚場：

1）盛漁期の出漁・水揚作業等の待ち時間

2)�漁民の訓練実績

3）漁民の指導実績

4)�水揚魚介類の多様化

　ペダシ水揚場：

1）整備対象水揚場の利用漁船数

2）出漁・水揚作業等に要する時間

3)�漁民の訓練実績

4）漁民の指導実績

5)�水揚魚介類の多様化

(2)評価のタイミング

　　2005 年以降
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７．参考資料／入手資料リスト

１）Plan de Desarrollo Económico Social y Financiero con Inversión en Capital Humano

人的資源投資への社会経済･資本開発計画、経済財務省、2000 年 3 月

２）Unión por Panamá, Nuestro Compromiso para el Cambio 1999 – 2004

パナマの団結、政府の政策転換の合意 1999-2004 年、パナマ政府（大統領府）
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沿岸・海洋資源の持続的開発の国家計画　海洋資源局　2001 年

４）Plan de Trabajo de la Sección de Ordenación Pesquera

漁業整備課業務計画　海洋資源局　1999 年 11 月

５）Decreto Ley por el cual se crea la Autoridad Marítima de Panamá 1998

海運庁設立に関する法律　1998 年 2 月 10 日（官報）

６）Registro de Embarcaciones Artesanales de la Provincia de Herrera y Los Santos

エレラ県、ロス・サントス県の零細漁船登録リスト、 海洋資源局　2002 年 1 月

７）Panamá en Crifras, Años 1996-2000

統計調査　1996-2000 年、　パナマ共和国会計院統計調査局　2001 年 11 月

８）Situación Económica, Industria Anõ 2000, ( Secciones: 314 Resca,)

経済状況、産業分野、　統計調査局、　2000 年

９）Distribución del Ingreso en Panamá, Marzo 2000

パナマ収入分布 2000 年 3 月（経済財務省／世銀／PNUD）、　社会調査院

１０）Las Granjas de Producción Sostenible, una Alternatiua para la Lucha contra la Pobreza Extrema de las Áreas Rurales
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